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地域から必要とされる社会福祉法人経営とは！

～果たすべきもの・担うべきもの～

国立のぞみの園
理事 中川 英男
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独立行政法人・社会福祉法人としてのミッション

《のぞみの園》

• 入所利用者の地域移行、新たに有期限で入所受け入れする対象者とそ
のモデル的支援、発達障害のある人の就学前から成人までの切れ目の
ない支援、障害者総合福祉法に基づく重度障害者へのモデル的支援な
ど、およびその普及に関し厚生労働大臣の指示が明記され、国の障害者
福祉施策へ寄与すべきことが記されている。

（中期目標型独立行政法人・国立のぞみの園中期目標）

《社会福祉法人》

• 社会福祉法人の今日的な意義は社会福祉事業に係る福祉サービスの供
給確保の中心的役割を果たすとともに、他の事業主体では対応できない
様々な福祉ニーズを充足することにより、地域社会に貢献していくことに
ある。 （社会保障審議会福祉部会報告書より）

• 制度の狭間にあるニーズ、支援がより難しい人びとを支える。さらなる公益的な
取り組みの実践と発信。 （前回大会・武井敏氏）
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制度の狭間と実践の狭間（立教大学：平野氏）



「他の事業所では対応できない様々な
福祉ニーズ・制度や実践の狭間」とは？

• 支援の困難性を伴った利用者ニーズ（強度行動障害、自傷・他害行為にて精神医
療から離れられない、複数の生きづらい要因を抱えた人、認知症を発症した知的障
害者、重複障害等）

• 高齢化した発達障害の疑われる人（ゴミ屋敷問題など）等、いろいろ考えられるが・・

《非行・犯罪行為につながった障がいのある人びとに関わってきて》

１．軽度知的障害のある人の課題(障害認定の課題・司法と福祉の狭間）

２．知的ボーダーレベルの人の課題（生きにくさと犯罪）

３．社会と司法の狭間（微罪の人びと・年間推定８万人）

４.  福祉支援に乗らない障害のある人たちの存在（ホームレスの中の障害者）

５．虐待被害に遭った障害のある人の支援課題（被害経験は大きな犯罪要因となる）

６.  性風俗産業における軽度知的障害のある人たち

７．精神科医療と福祉と司法の狭間 ３
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強度行動障害の範囲
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（一部国立のぞみの園強度行動障害研究より）

司法と福祉 精神医療と福祉

障害特性と福祉



（参考）日本における知的障害者数
• 知的障害は知的機能の障害と適応行動の障害からなる。

• 知能検査の結果から導き出された知能指数（ＩＱ）によって示される。概ねＩ
Ｑ70以下（場合によってはＩＱ75以下）

• これから導き出される知的障害の有病率は計算上では２，２％となる。

• 2010年の人口が約1億2805万6千人で282万1,632人となる。

• ＤＳＭ－ⅣーＴＲ（米国精神医学における精神病の診断・統計マニュアル）
は精神遅滞の有病率を人口のⅠ％と概算している。これだと約１３０万人
となる。

• 平成１７年度全国調査→在宅施設入所合わせて

54万7,000人

• 療育手帳台帳登録数→平成2４年度末で 90万8,988人

（18歳未満→232,094人、18歳以上→676,894人）

基本的に福祉に繋がっていない軽度知的障がいのある人が沢山いるということ。 支援の必要が
なければそれでよいが・・・支援の必要性が生じたときに素早く対応できることが求められる。

５



（参考資料）新受刑者の罪名別能力検査値一部（平成２４年）

犯罪名 ＩＱ
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計736人（11､4％）

計2,472人（29､4％）

計40人（24､7％）

計63人（14､1％）

計28人（8、7％） 境界域の問題 ６



参考：では実際どのくらいの知的障害受刑者が
いるのだろうか？
１．平成２４年度末、法務総合研究所調査（刑務所・少年刑務所・刑務支所全７７カ所）

→受刑者５６，０３９人から外国人２，１３８人や知的障害判定不能人員１，３２０

人を除く ５２，５８１人中、１，２７４人（２，４%）

うち、知的障害を有する者→７７４人（１，４７%）

知的障害の疑いのある者→５００人（０，９５%）

また、療育手帳所持者は→３５１人（男子３１８人・女子３３人）で全体の０，７%

知的障害（疑い含む）受刑者の２７，６%

２．平成２５年度刑法犯（犯罪白書より）

事件の認知件数 刑法犯→１，９１７，９２９件（内、一般刑法犯１，３１４，４８３件）

検挙件数→８，８４５，４００件（内、一般刑法犯２６２，８２３件）

新受刑者数→２２，７５５人 検挙人員の 約 ２、５７％ が入刑！

罪を犯しても多くの人が社会で暮らしている。 ７



刑務所出所者の帰住先

矯正統計より作成 ８
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９厚生労働省資料より



１０
厚生労働省資料より

障害者支援施設（旧法施設含む））



図1-1 1年間での矯正施設を退所した人の利用相談

(単位％)

図1-2 1年間での矯正施設退所者の受入れ実績

1年間に受入れ相談があった施設は約1割 4年間で微減

(N＝778)

(N＝778)

小野隆一・木下大生・水藤昌彦：福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した知的障害者等の地域生活移行を支援する職員のための研修プログラム開発に関する調査研究(その１),
紀要(4),国立のぞみの園(2011)
平成26年度セーフティネット支援対策等事業費社会福祉推進事業「障害福祉サービス事業所による矯正施設退所者の受入れ・支援に関する実態調査」 １１

(N＝1757)

1年間で利用実績がある施設は約5% 受入れ相談ありの約半数

(N＝1757)

(単位％)

犯罪行為
につながっ
た障がい
のある人の
福祉事業
所による受
け入れ実
態調査

（国立のぞ
みの園、平
成22年度・
26年度調
査より）



(単位％)

１２

施設の受入れ意向は4年間で着実に向上

図1-3 矯正施設を退所した障害者の利用相談があった場合の受入れに関する対応

加算を受けている事業所は約半数（平成２５年）

矯正施設退所者
利用実績のある
事業所数

矯正施設退所者
の人数

加算Ⅰ
体制加算

加算Ⅱ
個別支援
加算

施設入所
８５ヶ所

１５７人 ３７ヶ所 ２４ヶ所

短期入所 １１９人 ― ―

のぞみの園２６年度調査より
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受入れた際の困難は ①職員の負担、②施設利用中の再犯の
危険性、③移行先が見出せない、の順

小野隆一・木下大生・水藤昌彦：福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した知的障害者等の地域生活移行を支援する職員のための研修プログラム開発に関する
調査研究(その１),紀要(4),国立のぞみの園(2011)



福祉施設のできること（権利擁護とエンパワメント）

• 入所生活はあくまでも自立支援の過渡期として活用。目的は地域移行・定着

→ 一時的緊急避難の場、生き直し（自立への支援）のための体験の場

→ 一時期全面的支援、全人的支援が必要な人がいること

→ アセスメントの場として。福祉支援への導入としての活用（見立てに対する直接の観察）

→ 他機関との連携による包括的支援の実践

→ まずは楽しい生活経験。ルールを学ぶのはその後

【権利擁護】

• まずは安定した生活体験ができる場の提供

→生活の基本（住・食・衣）の提供、そして障害に合った環境設定が整えやすいこと。

• 関係性→対等であるということをどう示せるか。（否定しない。しからない）

→相談できるということはどういうことか。

【エンパワメント】

• 本人の（適正な）問題解決力の向上、自尊心の涵養

• 様々な支援を活用する力・方法を身につける。高める。 １４



現状の課題と今後への展望
•社会を変えていく実践も社会福祉の役割

→その中心的組織となること

今、どちらかといえば制度の狭間に目を向けているのはＮＰＯ法人

• 「当事者本位」ということ

→利用者の枠組みへの承諾が前提の現状

→個別性に着目した構造的アセスメントと仮説、実践

•支援の力量を付けること

→支援経験やノウハウの共有

•他機関連携・他職種連携（医療・司法・教育・企業・行政・福祉間）

福祉は常に先へ進めないと、すぐに社会から取り残されてしまう！
１５


